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　会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。新しい年を新たな目標とともに迎えられ

た事お慶び申し上げます。２年に亘りコロナに翻弄された年となりましたが、巣籠り、家飲、家

食等々、家庭の重要性が見直された年となりました。また、感染拡大が心配される中、１年遅れ

で開催された東京オリンピックが大成功を納め、国民に感動と興奮を与えました。昨年の漢字に

金が選ばれましたのは、東京オリンピックのメダルラッシュに起因する出来事だと思います。各

スポーツ界におきましても、昨年は素晴らしい試合が数多く見られ、特にプロ野球では一昨年最

下位同士の東京ヤクルトスワローズとオリックス・バファローズの対戦となり、東京ヤクルトス

ワローズが見事日本一に輝きました。

　社会面では、地殻変動、気候変動が取り上げられ、特に気候変動は人類の生活基盤を脅かす大

問題で、気温が１、２度上昇すると海水温が上昇し、大型台風による被害の発生等、生活環境を

も破壊すると言われており、昨年アメリカで相次いで発生した大型竜巻のような災害につながる

ことも懸念されます。カーボンニュートラル実現に向け、脱炭素化素材の活用等による温室効果

ガスの削減の取り組みが全世界に求められています。

　我が国においては、少子高齢化が加速しています。このままでいくと２０３０年には、日本の

人口は２０１０年当時に比べて１，０００万人以上減少するとの統計もあります。人口減少は国

力の低下であり、労働力不足は生産能力の減少を招き、社会不安を増加させる要因となります。

住宅の需要が減り、空き家・空室が増加するなど、我々不動産業界に与える影響も少なくありま

せん。社会構造の変化に対応し、時代の要求に応える業務体制が求められます。

　国の政策産業でもある宅建業界は、日銀の低金利政策、国交省の支援等もあり、全宅連におい

ては会員１０万人と関係社員４０万人を擁する巨大組織です。

　現在全宅連では、会員支援専用サイト「ハトサポ」を利用して、消費者への物件公開、レイン

ズへの物件登録等の業務の一元化に向けた新流通システムの構築を進めています。物件情報等の

入力の手間や時間を減らし、業務の効率化を図ることができるこの新システムは、来年度中に公

開される予定です。

　不動産税制では、新築住宅の固定資産税の減額措置の延長、商業地等における土地の固定資産

課税標準額の抑制、住宅ローン減税の制度見直しと延長、各種特例措置も延長が決定しました。

　本会においては消費者保護事業、人材育成事業、情報提供事業の公益事業を推進するとともに、

昨年は、コロナ禍による経済活動の悪化並びに協会事業において、本・支部総会の規模縮小や各

種事業の実施見合わせをはじめ、理事会等の会議がＷｅｂ開催になるなどにより支出額の減少と

なりましたことから、宅建協会の年会費６万円を１年に限り４万８千円に減額する措置をとらせ

て頂きました。

　本年こそコロナが収束し、総会、理事会、各種委員会、各種事業が通常どおり執行できること

を願っております。

　会員の皆様と共に協会運営が出来ますよう頑張って参りますので、宅建業法の遵守、協会事業

等にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　皆様方の益々のご活躍を祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

年　頭　の　ご　挨　拶

山 本 武 久会　長
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　あけましておめでとうございます。

　皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年は、長引くコロナ禍の中、何としても県民の皆様の命を守り抜くとの決意の下、ワクチン

接種をはじめとする感染症対策や疲弊する生活・経済の下支えに全力を注いだ一年でした。厳し

い状況が続く中、医療従事者の方々をはじめ「オール岐阜」でのご協力に対し心より感謝申し上

げます。

　このコロナ禍にあっても、東京２０２０オリンピック・パラリンピックが開催され、多くの県

ゆかりの選手が活躍しました。同時に、この大会を契機とした県産品、農畜水産物の魅力発信に

努めました。また、新たにオンラインを活用した各種交流事業、頻発する自然災害への対応など、

着実に県政を進めてまいりました。

　今年は、オミクロン株への対応をはじめ「ウィズコロナ」を乗り切るための感染症対策を最優

先課題としつつ、「アフターコロナ」を見据え、幅広い分野の政策を展開してまいります。

　「ウィズコロナ」の取組みとして、病床、宿泊療養施設及び臨時医療施設を十分に確保し、懐深

い療養者受入体制の準備やワクチン追加接種の着実な実施を進めてまいります。また各般の生活・

経済支援を実施するなど、感染拡大の防止と社会経済活動の回復との両立を図ってまいります。

　「アフターコロナ」の取組みとして、今年春までに策定する「岐阜県デジタル・トランスフォーメー

ション推進計画」の下、国の「デジタル田園都市国家構想」も踏まえつつ、商工業・農林業など

あらゆる分野のデジタル化を推進し、「誰一人取り残されないデジタル社会」を目指してまいりま

す。また、「脱炭素社会ぎふ」の実現に向け、再生可能エネルギーの導入を進めるほか、移住定住策、

企業誘致の強化などにより、「新たな地方回帰」の流れを岐阜県に呼び込んでまいります。

　同時に、「『清流の国ぎふ』創生総合戦略」で掲げる三つの政策の柱に基づき「清流の国ぎふ」

づくりを推進してまいります。

　「人づくり」では、「航空宇宙生産技術開発センター」などを活用し、産業人材を育成してまい

ります。また、オンライン教育の一層の推進に向けて、学校におけるＩＣＴ環境の整備、教員の

スキル向上を図ってまいります。

　「健やかで安らかな地域づくり」では、近年、想定外が常態化している気象災害に備え、社会資

本の整備・維持、老朽化対策を進め、防災・減災対策に万全を期してまいります。また、昨年中

止となった「ねんりんピック」の再誘致を目指すなど、健康づくりへの機運を一段と醸成してま

いります。

　「魅力と活力づくり」では、関ケ原古戦場を核とした広域的な武将観光を推進するとともに、豊

かな「自然」、「匠の技」、「歴史・文化」といった本県の魅力的な資源を、サステイナブル・ツー

リズム（持続可能な観光）の観点で磨き上げ、世界に通用する観光地を目指してまいります。また、

地歌舞伎公演などの伝統文化の振興・発信の取組みを継続し、令和六年度の「国民文化祭」の岐

阜県開催に繋げてまいります。

　今年一年の県民の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

令和４年   知事年頭あいさつ

古 田 　 肇岐阜県知事



　日本国内は、幾度となく地震、台風、豪雨などの自然災害に見舞われており、岐阜県においても、
令和２年７月豪雨において６市が災害救助法の適用を受けるなど、いつ大規模な災害が起きても
おかしくありません。
　賃貸型応急住宅制度は、以下の条件を満たす賃貸住宅物件に被災者が入居を希望する場合、県
が借主となり、貸主・被災者との三者により定期借家契約を締結し、県が借り上げた物件を被災
者に応急住宅として提供するものです。
　本会では、岐阜県と「災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定」を締結し、
万一災害が発生した際は、速やかに被災者に対し「賃貸型応急住宅」として提供することができ
るよう、事前に物件情報をリストアップして定期的な更新を行っています。
　会員の皆様には、所属支部よりご依頼文書を発送させていただきますので、被災者へ提供可能
な賃貸住宅情報の提供についてご協力をお願いいたします。

※　現在入居中の物件であっても、適合する物件がございましたら情報提供をお願いします。

【賃貸型応急住宅となる条件】
１．貸主が賃貸可能な賃貸型応急住宅とし
て提供されることに同意すること。
２．原則として、昭和５６年６月１日以降に
着工した住宅又は耐震診断、耐震改修等に
より耐震性が確認された住宅で、被災後に
使用可能と確認されたものであること。
３．期間は、契約開始日から最長２年である
こと。（災害救助法適用の範囲で延長有り）
４．家賃等の支払いについて、当月分を翌
月に支払うことが可能であること。

【岐阜県の費用負担】
１．家賃、共益費、管理費
２．退去修繕負担金（上限は賃料の２か月分）
※退去時の原状回復のための修繕費等に
要する費用です。

３．仲介手数料（上限は賃料の 0.5 か月分
＋消費税）

４．火災保険料等（上限は賃料の 0.5 か月
分）

５．礼金（上限は賃料の１か月分）
６．入居時の鍵交換費用（実費）
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　本会は全宅連と連携して、令和４年度税制改正及び土地住宅政策に関する提言をとりまとめ、県選出の
国会議員に提言活動を行いました。
　その提言結果の概要につきまして、令和３年１２月２４日閣議決定の令和４年度税制改正大綱に基づき
お知らせします。
　

令和４年度税制改正大綱の概要

１．適用期限を迎える各種税制特例措置の延長等

⑴　住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置の延長　→　築年数要件が廃止され、昭和５７年以降に建築され

た住宅は新耐震基準に適合するものとみなす緩和がなされたうえで、令和６年３月３１日まで２年間延長

⑵　新築住宅の固定資産税の減額措置の延長　→　令和６年３月３１日まで２年間延長。なお、一定の住宅(※)

は適用対象から除外されます。

 (※) 土砂災害特別警戒区域等の区域内において一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づ

き適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅については、適用対

象から除外

⑶　不動産取得税に係る特例措置の延長　→　令和６年３月３１日まで２年間延長

⑷　買取再販の住宅用家屋における登録免許税の軽減措置の延長　→　築年数要件が廃止され、昭和５７年以

降に建築された住宅は新耐震基準に適合するものとみなす緩和がなされたうえで、令和６年３月３１日まで

２年間延長

⑸　居住用財産の譲渡に係る各種特例措置の延長

　　① 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

　　② 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

　　③ 特定の居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度

　　　 　→　令和５年１２月３１日まで２年間延長

(6) その他適用期限を迎える各種税制特例措置の延長

　　①　住宅ローン減税制度　→　制度見直しのうえ、以下の措置が講じられます。

　　適用期限：４年間延長（令和７年１２月３１日まで）

　　控　除　率：一律０．７％に引き下げ

　　床面積要件：５０㎡（新築の場合、令和５年までに建築確認：４０㎡（所得要件１，０００万円以下））

　　所得要件：合計所得金額２，０００万円以下

　　控除期間：新築住宅・買取再販においては、原則１３年（既存住宅は１０年）

　　築年数要件：昭和５７年以降に建築された住宅（新耐震基準適合住宅）に緩和

　　　　　　　　※上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要

　　借入限度額：以下のとおり

４，５００万円

３，５００万円

３，０００万円

０円
（２０２３年までに新築の
建築確認：２，０００万円
(控除期間１０年 )) 

５，０００万円

４，５００万円

４，０００万円

３，０００万円

長期優良住宅・低炭素住宅

ＺＥＨ水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

その他の住宅

＜入居年＞ 2022（Ｒ４）年 2023（Ｒ５）年 2024（Ｒ６）年 2025（Ｒ７）年
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②　不動産の譲渡に係る印紙税の軽減措置　→　令和６年３月３１日まで２年間延長

③　住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る固定資産税の特例措置　→　令和６年３月３１日ま

で２年間延長。また、省エネ改修工事については築年数要件が見直されます。

④　長期優良住宅普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置（登

録免許税、不動産取得税、固定資産税）　→　令和６年３月３１日まで２年間延長

⑤　都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定低炭素住宅を新築した場合における登録免許税の特例

措置　→　令和６年３月３１日まで２年間延長

⑥　老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置（登録免許税、不動産取得税）　→　令和６年３月

３１日まで２年間延長

⑦　都市のスポンジ化対策のための特例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資産税等）　→　令和６年

３月３１日まで２年間延長

⑧　直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税措置（贈与税）　→　非課税限度額が最大１，

０００万円（質の高い住宅）となり、築年数要件が緩和されたうえで、令和５年１２月３１日まで２年間

延長。また、受贈者の年齢要件が１８歳以上に引き下げられます。

⑨　住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度（贈与税）　→　築年数要件が廃止され、昭和５７

年以降に建築された住宅は　新耐震基準に適合するものとみなす緩和がなされたうえで、令和５年１２月

３１日まで２年間延長

２．住宅ローン控除及び各種特例措置等の要件の緩和

⑴　築年数要件の廃止

　　前述のとおり住宅ローン控除、登録免許税の特例及び住宅取得資金等贈与制度等について、築年数要件が

廃止され、昭和５７年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合するものとみなす緩和がなされます。

３．所有者不明土地等の発生抑制及び利活用の促進のための税制措置

⑴　地域福利増進事業の対象事業の拡充に伴う所要の措置　→　以下とおり特例措置の対象が拡充されます。

地域福利増進事業の対象となる事業等の拡充

〇　備蓄倉庫等の災害対策に関する施設の整備に関する事業

〇　地産地消等に資する再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業　等

４．土地の固定資産税等に係る所要の措置　→　令和４年度は、商業地等における課税標準額の増加を評価額の

５％→２．５％に抑制（税額上昇分を半減）する措置が講じられます。

　着工戸数の季節調整済年率換算値は、同
5.6%増の89万2千戸となり、3カ月ぶりの増
加となりました。
　持ち家では、民間資金分が同18.5%増の2
万4,372戸と12カ月連続の増加、公的資金分
でも同0.6%増の2,468戸と6カ月連続の増加
となったため、全体でも増加となりました。
　貸家では、民間資金分が同15.6%増の2万

7,746戸と8カ月連続の増加、公的資金分でも
同1.9%増の2,076戸と3カ月連続の増加と
なったため、全体でも増加となりました。
　分譲住宅では、マンションが同14.9%減の
8,436戸と3カ月連続の減少となったものの、
戸建て住宅が同15.4%増の1万2,284戸と6カ
月連続の増加となったため、全体でも増加と
なりました。

１０月新設住宅着工１０月新設住宅着工
　国土交通省がまとめた10月の新設住宅着工戸数は、持ち家が前年同月比16.6%増の2万6,840
戸と12カ月連続の増加、貸家が同14.5%増の2万9,822戸と8カ月連続の増加、分譲住宅でも同
0.6%増の2万836戸と先月の減少から再び増加となったため、10月の新設住宅着工戸数全体では、
同10.4%増の7万8,004戸と8カ月連続の増加となり、着工床面積でも、同11.4%増の639万㎡
と7カ月連続の増加となりました。
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　岐阜県の利用関係別着工戸数をみると、貸
家が同7.0%減の159戸と2カ月連続の減少と
なったものの、持ち家が同9.8%増の525戸と
7カ月連続の増加、分譲住宅でも67.3%増の
281戸と3カ月連続の増加となったため、岐阜
県全体では、同18.0%増の965戸と6カ月連続
の増加となりました。
　三大都市圏をみると、首都圏では、持ち家
が同20.6%増の5,830戸、貸家が同22.8%増
の1万2,409戸、分譲住宅でも同0.6%増の
8,359戸と全利用関係別で増加となったた
め、首都圏全体では同14.7%増の2万6,843戸
となりました。
　中部圏では、持ち家が同12.2%増の3,891
戸、貸家が同10.3%増の2,618戸、分譲住宅
でも同8.2%増の2,445戸と全利用関係別で増
加となったため、中部圏全体では同6.1%増の
9,044戸となりました。
　近畿圏では、分譲住宅が同6.7%減の3,887
戸と減少となったものの、持ち家が同15.1%
増の3,446戸、貸家でも同13.0%増の4,355
戸と増加となったため、近畿圏全体では同
6.3%増の1万1,753戸となりました。

　建築工法別では、戸建て系商品を中心とす
るプレハブの分譲住宅が同0.7%減の413戸と
減少となったものの、持ち家が同16.4%増の
3,514戸、貸家でも同2.8%増の5,963戸と増
加となったため、全体では、同7.3%増の
9,939戸と6カ月連続の増加となりました。
　2×4では、持ち家が同22.0%増の3,138
戸、貸家が同8.5%増の5,169戸、分譲住宅で
も同12.9%増の1,012戸と増加となったた
め、全体では、同13.5%増の9,364戸と7カ月
連続の増加となりました。

前年同月比（伸び率）

着工戸数

infomation インフォメーション

「不動産業開業支援セミナー」開催（参加無料）
　宅建業の開業をお考えの方、宅建業に興味をお持ちの方に対し、開業に向けてのノウハウや手

続き方法等について解説するセミナーを開催します。セミナー終了後には、疑問点等を相談いた

だける個別相談会も開催しますので、この機会にぜひ参加ください。

　参加をご希望の方は、お電話又はホームページ内の申込フォームからお申込みください。

※　新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催を中止又は変更させて頂く場合がご
ざいますので予めご了承ください。

　１．開催日時　　令和４年２月１６日（水）　午後１時３０分より午後３時３０分まで
　２．会　　場　　ＯＫＢふれあい会館　３階「大会議室」（岐阜市薮田南５－１４－５３）
　３．内　　容　　・宅建業の免許申請から開業までの流れ　・開業資金の融資制度について
　　　　　　　　　・宅建協会の事業と入会手続きについて　・宅建業体験談　
　　　　　　　　　・個別相談会（希望者のみ）
　４．申 込 先　　（公社）岐阜県宅地建物取引業協会
　　　　　　　　　ＴＥＬ：０５８－２７５－１５５１（平日：午前９時から午後５時）
　　　　　　　　　　ＵＲＬ：https://www.gifu-takken.or.jp
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団地名 所在地 交　　通 宅地数 宅地番号 譲渡価格
（万円）

宅地面積
（㎡）

「重要事項説明・売買契約・賃貸借契約に係るＱ＆Ａ」
の無料ダウンロードのお知らせ（会員限定）

　本誌９月号に同封し、配布させて頂いた全宅連・ハトマーク支援機構によ
る「重要事項説明・売買契約・賃貸借契約に係るＱ＆Ａ（冊子）」につきまして、
全宅連ホームページ「ハトサポ（会員限定）」内、「出版物のご案内」より無
料ダウンロード頂けるようになりましたのでお知らせいたします。
　ダウンロードには、ハトサポログインＩＤ、ＰＷが必要となります。

〇　全宅連ホームページ「ハトサポ」内、出版物のご案内ＵＲＬ
　　　https://www.zentaku.or.jp/products/

「 あ っ せ ん 依 頼 」の お 知 ら せ
愛知県住宅供給公社

　愛知県住宅供給公社より「分譲宅地のあっせんに関する協定」に基づき、あっせん依頼がありま
したのでお知らせします。
　自己の顧客に購入希望者がある会員の方は、愛知県住宅供給公社総務企画課経営企画Ｇまでご連
絡ください。会員のあっせんにより申込者と譲渡契約が成立し、申込者に宅地が引き渡された時に、
公社からあっせん報酬が支払われます。
　なお、物件の詳細等につきましては、愛知県住宅供給公社ホームページ（https://www.aichi-
kousha.or.jp/sale/kira/）で確認いただけます。

【報酬の算定基準】
　１宅地につき、あっせんに係る分譲宅地の譲渡価額の１００分の６に相当する額を支払うもの
とする。また、取引に係る消費税として、前記の額に１００分の１０を加算した額を支払うもの
とする。
※　申込者に対しては名目のいかんを問わず一切金銭の請求はできません。

〇　あっせん依頼対象宅地

※①　２０２２年１月１１日(火)午前１０時～１月１７日(月)まで申込受付を行い、申込みが無かっ
　　た宅地等は先着順受付となります。
　②　先着順受付時には、空き宅地であることの確認を経営企画Ｇまでお願いします。
　③　下記の条件に該当する場合は、２宅地目の宅地価格を減額（６０万円）します。
　　○　既購入者が２宅地目を購入する場合
　　○　既購入者の親族が購入する場合
　　○　新規購入者が２宅地購入する場合

【問い合わせ先】
　　愛知県住宅供給公社　総務企画課　経営企画Ｇ　ＴＥＬ　０５２－９５４－１３３１

シーサイド
吉良

西尾市吉良町吉
田東中浜地内

名鉄西尾線・蒲郡線
「吉良吉田」駅から
徒歩５分

１－１、１－２、
１－４、２－１、
２－２、２－３、
２－４、２－５、
２－６、５－１
５－２、５－３、
５－４、５－５、
５－６

１５

５８Ⅰ
～

１,５５９

１８４.６２
～

４３０.１５
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　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。今回は、身近な法律相談
として「本年４月１日から施行される、成年年齢を１８歳に引き下げる」件についてお話します。
１．民法上、成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げる狙いはどこにあったのか
２．１８歳、１９歳の若者が親の同意なくして有効に契約できるか等について
３．飲酒やギャンブルも１８歳で解禁になるか
４．女性の婚姻開始年齢につき１６歳から１８歳への引き上げについて
５．１８歳以上であれば２０歳以上と同様に刑罰を科せるか
１．について
　日本における成年年齢は、１８７６年（明治９年）以降長い間、２０歳とされてきました。とこ
ろが近年、公職選挙法の選挙権年齢などが１８歳と定められ、国政上、重要な事項の判断に際し、
１８歳、１９歳の方を大人として取り扱うべきとされました。すなわち、１８歳、１９歳の若者に
つき、自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促そうとする動きに基づきます。
世界的にも、成年年齢を１８歳とするのが主流であります。

２．について
　従前との決定的な違いは、親の同意なくして１８歳、１９歳の若者が１人で有効な契約をするこ
とができ、且つ、両親の親権に服さなくなるということであります。すなわち、例えば、親の同意
を得ずに、携帯電話を購入したり、ローンを組んで自動車を購入したりするなどということができ
るようになります。但し、施行日が本年４月１日である以上、この日以前に１８歳、１９歳の若者
が親の同意を得ずにした契約は、施行後も引き続き契約を取消すことができます。
　また、親権に服することがなくなる結果、進学や就職などの進路決定についても、自分の意思で
決定することができるようになります。また、１０年間有効となるパスポートの取得や公認会計士
や司法書士など国家資格に基づく仕事に就くことが可能となります。
　従前、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、原則として取消権を行使して契約解消できる
とされていました。ところが、今後は１８歳の若者による契約は、最早、未成年を理由とする取消
権を行使できなくなります。そこで、悪徳商法などによる消費者被害に遭わないかが心配されると
ころです。この点で、若者への消費者教育の充実が望まれます。中学や高校にて力を入れる必要を
感じます。

３．について
　民法上の成年年齢が引き下げられたとしても、飲酒、喫煙の年齢制限については、２０歳という
現状が維持されます。また、競馬、競輪等ギャンブルの年齢制限についても、２０歳からのままで
維持されます。健康上又はギャンブル依存症の対策から、従来の年齢制限維持とされました。

４．について
　従前の民法では、男性については１８歳、女性については１６歳が婚姻開始年齢であり、男女で
違いがありました。しかし、社会的、経済的な成熟度の点からして、男女で差異を設ける必要はなく、
その差異を解消するとともに、少なくとも１８歳程度の社会的、経済的成熟が必要とされ、女性に
ついても婚姻をできる年齢につき、１６歳から１８歳に引き上げられました。本年４月１日から施
行されます。

５．について
　少年法も本年４月１日から改正法が施行となります。すなわち、１８歳、１９歳の者が罪を犯し
た場合には、その立場に応じた取扱いとするため「特定少年」という範疇を設け、１７歳以下の少
年と異なる特例を定めています。特定少年であっても１７歳以下と同じくまずは家庭裁判所に送致
されます。家裁が処分決定するのですが、保護処分ではなく刑罰を科すべき事案と判断された場合
に、検察官に送致され（これを「逆送」といいます）、刑事事件として起訴され、刑罰が科されます。
また、従前は、少年には実名報道が禁止されていましたが、起訴された特定少年には実名報道が可
能となりました。

以上

（公社）岐阜県宅地建物取引業協会

畑 　 良 平

身近な法律相談
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不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

判例集

【事案の概要】　　　

　平成28年２月、買主Ｘ（原告：宅建業者）は、売主Ｙ（被告：個人、交渉は代理人弁護士により行

われた。）が相続により取得した借地権付建物（本件建物）について、建物を再建築し、転売する目的

で媒介業者の媒介により、売買契約（本契約）を締結した。

（売買契約書の概要）

　・売買代金：800万円

　・手 付 金： 50万円

　・残 代 金：750万円（平成28年３月31日支払）

　・違 約 金：売買代金の20％

　・特約条項：売主は、土地賃貸人から以下の事前承諾を得る。

　　①再建築の承諾

　　②２年以内の借地権再譲渡の承諾料の免除

　　③借地権の取得

　　④建物に対する抵当権等の登記

　　⑤金融機関に対する融資承諾書面の発行

　・借地権譲渡承諾の特約に基づく契約解除期日：平成28年３月18日

　平成28年３月、ＸとＹは、Ｙへの相続登記が未了のため、残代金支払日を５月31日に延期する旨

合意した上で、同年５月18日、本件建物について、Ｙへの相続登記が完了した。

　同年５月19日、Ｙは地主Ａ（寺、交渉は代理人弁護士により行われた。）に対し、Ｘとの本契約の内

容を説明した上で、借地権の譲渡について承諾するよう求めた。

　同年５月20日、ＡはＹに、土地所有者の借地権譲渡承諾書及び土地賃貸借契約証書のひな形を送

信するとともに、以上の書面の内容についてＸから要望が出た場合には事前に相談してほしい旨連

絡した。

　ＹはＸの依頼により、譲渡承諾書の内容についてＸ要望の検討をＡに求めたが、Ａは再建築や２

年以内の借地権再譲渡の承諾料の免除は了承したが、融資承諾書面の「土地に抵当権等の権利が設

定されている場合は抹消すること、借地人が地代を支払わなかった場合等により借地契約を解除す

る前には必ず銀行に連絡すること」については了承しなかった。

　同年６月22日、ＸはＹに対し、同年６月30日に残代金の支払いを行うので、所有権移転登記、

借地権の譲渡承諾書及び融資承諾の書面交付を催告したが、Ｙは、ＡはＸが要望する融資承諾書面の

発行に応じないとしている以上その取得は不可能であり、同内容の書面を取得する法的義務もＹに

はないと回答した。

　その後Ｘは、Ｙの融資承諾書取得等の債務不履行を理由に契約を解除し、Ｙに違約金210万円の支

払いを求める本件訴訟を提起した。

　これに対しＹは、本件特約条項は、Ｙに書面取得の努力義務を定めたものにすぎない、本件特約

条項は契約の一般有効要件たる具体性、特定性を欠き無効である、当該特約が法的拘束力をＹに負

担させるものであるならば、一方的に消費者の利益を害するものであるから、消費者契約法10条

により無効である、などと主張した。

【判決の要旨】

　裁判所は、次のとおり判示し、Ｙに債務不履行があるとしたＸの主張を棄却した。

　（Ｙの債務不履行）

　借地権譲渡の地主の承諾取得は、借地権付建物の売買契約では、売主の目的物引渡債務の履行上、

必須の手続であり、地主の承諾が得られない場合、承諾に代わる許可を得るという代替手段も存在

するが、融資承諾書面発行の地主の事前承諾取得は、売主の同債務の履行上、必要となるものでは

なく、地主が承諾しない場合の代替手段も存在せず、売主が予め取得することを確約できないから、

Ｙに対し、このような事前承諾を取得すべき債務を一方的に負担させるのは酷である。

　また、本件建物を購入したＸが、その後、再建築するか否か、その時期や再建築について金融機

関から融資を受けるか、その融資の具体的内容、抵当権設定の有無等は、いずれも本契約の締結、

履行の時点では確定的なことでなく、Ｙにおいて、融資承諾書面の発行に書式まで指定してＡの事

前承諾を取得することは必ずしも容易ではない。

　そもそも、このような事前承諾が得られなければ、Ｘによる抵当権の設定が一切不可能になるも

のではなく、本来的にはＸが、再建築や融資が具体化した時点で、Ａに直接承諾を求めれば足りる

事柄であるから、Ｙが予め事前承諾を地主から取得しておく必要性自体が乏しいというべきである。

　以上によれば、ＸとＹは、本契約において、Ａから借地権譲渡承諾書を取得すべき債務をＹが負担

する旨合意したものであるが、それを超えて、Ｘが要望した融資承諾書面の発行について事前承諾

を取得すべき債務を負担することまで合意されていたものとは認められず、Ｘが要望した融資承諾

書面の発行について、Ａの事前承諾が得られるよう努力すべき債務を負っていたにとどまるものと

いうべきである。

　（消費者契約法による特約の無効）

　仮に本件特約条項が、Ｘ主張の内容の融資承諾書面発行の事前承諾を取得する債務をＹに課すも

のであるとすれば、同条項は、Ｙの尽力のみでは取得することが困難な地主からの事前承諾を取得

すべき債務をＹに負わせるものであり、それが達成できない場合にはＹの債務不履行となり、かつ、

これを回避するための解除権も認められておらず、著しく不合理な内容というほかないから、信義

則に反して消費者である被告の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法10条により無効

というべきである。

　借地権付建物の売買契約において、売主が地主から金融機関に対
する融資承諾書の発行の事前承諾を得られなかったとして、買主が
契約解除及び違約金を求めた事案において、特約の事前承諾を得る
ことは、努力義務にすぎないとして、その請求を棄却した事例

東京地裁 平成30年７月４日判決 一部認容 控訴（後、取下げ））
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【判決の要旨】

　裁判所は、次のとおり判示し、Ｙに債務不履行があるとしたＸの主張を棄却した。
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必須の手続であり、地主の承諾が得られない場合、承諾に代わる許可を得るという代替手段も存在

するが、融資承諾書面発行の地主の事前承諾取得は、売主の同債務の履行上、必要となるものでは

なく、地主が承諾しない場合の代替手段も存在せず、売主が予め取得することを確約できないから、

Ｙに対し、このような事前承諾を取得すべき債務を一方的に負担させるのは酷である。

　また、本件建物を購入したＸが、その後、再建築するか否か、その時期や再建築について金融機

関から融資を受けるか、その融資の具体的内容、抵当権設定の有無等は、いずれも本契約の締結、

履行の時点では確定的なことでなく、Ｙにおいて、融資承諾書面の発行に書式まで指定してＡの事

前承諾を取得することは必ずしも容易ではない。

　そもそも、このような事前承諾が得られなければ、Ｘによる抵当権の設定が一切不可能になるも

のではなく、本来的にはＸが、再建築や融資が具体化した時点で、Ａに直接承諾を求めれば足りる

事柄であるから、Ｙが予め事前承諾を地主から取得しておく必要性自体が乏しいというべきである。

　以上によれば、ＸとＹは、本契約において、Ａから借地権譲渡承諾書を取得すべき債務をＹが負担

する旨合意したものであるが、それを超えて、Ｘが要望した融資承諾書面の発行について事前承諾

を取得すべき債務を負担することまで合意されていたものとは認められず、Ｘが要望した融資承諾

書面の発行について、Ａの事前承諾が得られるよう努力すべき債務を負っていたにとどまるものと

いうべきである。

　（消費者契約法による特約の無効）

　仮に本件特約条項が、Ｘ主張の内容の融資承諾書面発行の事前承諾を取得する債務をＹに課すも

のであるとすれば、同条項は、Ｙの尽力のみでは取得することが困難な地主からの事前承諾を取得

すべき債務をＹに負わせるものであり、それが達成できない場合にはＹの債務不履行となり、かつ、

これを回避するための解除権も認められておらず、著しく不合理な内容というほかないから、信義

則に反して消費者である被告の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法10条により無効

というべきである。

　本判決は、借地権付建物の売買契約において、売主が地主から金融機関に対する融資承諾書

面の発行の事前承諾を得ることを法的義務とすると、契約内容等を踏まえると酷であることか

ら、努力義務と解し、買主の解除の無効を認めたものである。

　借地権付建物の売買契約における売主の義務の設定については、本判決も踏まえ、慎重な対

応が求められる。

【まとめ】

免許更新の手続きはお早めに！！

　免許更新の手続きは、有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に申請して下さい。

　免許更新手続きを忘れて免許が失効しますと、宅建業を営むことができなくなりますのでご

注意ください。

（一財）不動産適正取引推進機構「RETIO」より抜粋
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き動の
会協

１２月６日

 ・全宅連第３回総務財務委員会

　東京：山本会長出席

 ・第１回情報提供委員会

 ・第２回不動産市況ＤＩ調査委員会

１２月７日

 ・(公社)中部圏不動産流通機構第２回理事会

　名古屋市：山本会長、堀部副会長出席

 ・第７回法定講習会

１２月９日

 ・全宅連・全宅保証第２回組織整備入会促進

特別委員会

　山本会長出席

１２月１３日

 ・第３回常任理事会・常任幹事会

 ・第２１７回都市計画審議会

　岐阜市：土屋常務理事出席

１２月１５日

 ・宅建ぎふＶｏｌ．５４０発行

１２月１６日

 ・弁護士相談

１２月２０日

 ・東海公取協第１回調査指導委員会

　名古屋市：林副会長、土屋常務理事出席

１２月２１日

 ・第２回理事会・幹事会

１２月２３日

 ・第２回消費者保護委員会

 ・全宅連・全宅保証事務局長会議

　大橋局長出席

１２月２８日

 ・仕事納め

岐阜中支部
１２月７日

　巡回相談(岐阜市役所)

１２月１４日

　巡回相談(岐阜市役所)

１２月２２日

　第１回役員会

岐阜南支部
１２月１日

　巡回相談（各務原市役所）

１２月２日

　入会審査会

１２月１３日

　入会審査会

１２月１５日

　巡回相談(羽島市役所) 

１２月２０日

　入会審査会

１２月２１日

　巡回相談(岐阜市役所)

１２月２２日

　第３回正副支部長会議

岐阜北支部
１２月３日

　幹事・監査・地区委員合同会

議

１２月１６日

　入会審査会

西濃支部
１２月４日

　巡回相談(ハートピア安八)

１２月８日

　巡回相談(海津市文化セン

ター)

１２月１７日

　第４回幹事(監査・地区委

員)会

中濃支部
１２月１日

　巡回相談(可児市役所)

１２月２日

　第１回研修委員会

１２月１４日

　巡回相談(関市総合福祉会

館)

飛騨支部
１２月２２日

　総務委員会

支 部 だ よ り
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免 許 番 号

免許年月日
商号又は名称 専任の宅建取引士 事 務 所 所 在 地電 話 番 号

ＦＡＸ番号
代　表　者

（政令使用人） 〒

入　会　者（会員名簿に貼付けしてご利用頂けます。）

【岐阜中支部】

篠 田 憲 明⑴　5175
 3.12.14

Ｓ Ｔ Ａ Ｇ Ｅ 不 動 産 篠 田 憲 明
岐阜市玉姓町1-22-5
足立ビル2F

058-215-9623
058-216-0349

500-
8846

髙 田 茂 範⑴　5169
 3.11.18

㈱ Ｔ Ａ Ｋ Ａ Ｔ Ａ 髙 田 佳 枝 岐阜市鍵屋西町2-59-1
058-322-3608
058-322-3608

500-
8314

【岐阜南支部】

辰 巳 正 幸⑴　5173
 3.12. 7

㈱ メ デ ィ プ ラ ン 岩 井 政 計
各務原市川島松倉町
2353-19

0586-27-7797
0586-27-7797

501-
6022

※　頁の欄は、「令和２・３年度会員名簿」の掲載ページです。「―」表示は、名簿作成後の入会者・支部移転者等です。

商       号 代表者支　部 逝 去 者 続柄 逝去年月日

「訃　報」
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りします。

栄 和 不 動 産

藤 原 住 宅 建 設

㈲ ダ イ エ ー 企 画

㈲ エ コ ー

東　濃

岐阜北

東　濃

東　濃

遠藤　圭子

藤原　　誠

市川　純三

市川　純三

遠藤　房男

藤原　　誠

市川　記康

市川　記康

母

本人

父

父

令和３年12月７日

令和３年12月10日

令和３年12月26日

令和３年12月26日

支　部 商　　　　　号 変更事項 頁
変　　更　　内　　容

旧 新

専任取引士

専任取引士

政令使用人

政令使用人

専任取引士

専任取引士

商 号

専任取引士

専任取引士

Ｆ Ａ Ｘ

代 表 者

岐阜中

岐阜南

岐阜南

岐阜南

岐阜南

岐阜北

中　濃

東　濃

飛　騨

飛　騨

小木曽理恵

濱野華楓

田中誉人

吉川敦

井川竜徳

熊澤果祥

㈱日輪リアルエステート

栗本卓

平澤繁史

050-3164-4977

松井　静子

平澤繁史

新谷美有

中崎隆志

永田智也

永田智也

㈱日輪

今井大志

0577-35-0690

松井　正喜

9

17

―

22

―

35

59

74

84

87

㈱ カ チ タ ス
岐阜店

内 藤 建 設 ㈱

タ マ ホ ー ム ㈱
土地買取センター岐阜店

タ マ ホ ー ム ㈱
各務原店

㈱ か と う 不 動 産

㈱ 日 輪 リ ア ル エ ス テ ー ト

㈱ ワ タ ケ ン ・ ホ ー ム

㈱ カ チ タ ス
多治見店

ＭＭＰＣコンサルタンツ㈱

㈲ 古 川 不 動 産

変更事項（１２月）

㈱ 鈴 木 建 設

マ ル フ ジ ホ ー ム

髙 橋 事 務 所

岐 阜 中 央 不 動 産 ㈱

鈴 木 貴 誠

加 藤 一 雄

髙 橋 清 文

黒 岩 伸 一

岐阜南

岐阜南

中　濃

中　濃

岐阜市茜部中島1-32-2

各務原市鵜沼古市場町2-12-2

美濃市もみじが丘1-90

可児市瀬田195-1

期間満了

廃　　業

期間満了

解　　散

17

23

57

60

支　部 商　　　　　号 代　表　者 頁備考事務所所在地

退　会　者
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岐 阜 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部

電話　058（275）1551　ＦＡＸ　058（274）8833

（発行人）
　　
（編集責任者）
会長・本部長　　山　本　武　久

情報提供委員長　　臼　井　博　幸

　ハトマークは、私達がこれから目指していくべき姿の象徴です。2羽の鳩は会
員とユーザーの信頼と繁栄を意味しています。
　また、使用されている色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」を、
そして白色は「取引の公正」を表しています。
　マークの上にある“ＲＥＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲ” は、会員とユーザーが“ＲＥ
ＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲ” となり、「信頼の絆」が育まれるようにとの願いをシン
ボルマークに込めたものです。

不動産に関するご相談は、不動産無料相談所へ

岐阜中 支 部

岐 阜 南 支 部

岐 阜 北 支 部

西 濃 支 部

中 濃 支 部

東 濃 支 部

飛 騨 支 部

岐阜市金園町５－２６－５ 058-248-6691

羽島郡岐南町下印食３－４７ 058-274-8899

岐阜市福光東１－２５－１
　白木ビル２Ｆ
大垣市住吉町５－１１
　オノデン住吉ビル２Ｆ
美濃加茂市太田本町１－１－２０
　美濃加茂商工会館１Ｆ
土岐市泉梅ノ木町２－９－２
　陶都信用農業協同組合　泉梅ノ木支店２Ｆ

058-295-1982

0584-73-2300

0574-23-1800

0572-55-7218

高山市昭和町２－31－19 0577-36-1396

支 部 名 電 話 番 号所 　 在 　 地

　本会では、本部、各支部事務所に不動産無料相談所を設置し、不動産取引に関するご相談、ご質問
にお応えしています。

　来館による相談は事前に電話でご予約ください。
岐阜市六条南２－５－３　岐阜県不動産会館
058－275－1551
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：00～12：00　午後１：00～４：00
事前に電話でご予約ください。
　毎月第３木曜日　午後１：30～４：00（予約制）

　事前に電話でご予約ください。
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：30～12：00　午後１：00～３：30

【本部無料相談所】
所　在　地
電 話 番 号
実 施 日 時

弁護士相談

【支部無料相談所】
実 施 日 時


